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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第73期 

第２四半期 
連結累計期間 

第74期 
第２四半期 
連結累計期間 

第73期 

会計期間 
自 平成29年１月１日 
至 平成29年６月30日 

自 平成30年１月１日 
至 平成30年６月30日 

自 平成29年１月１日 
至 平成29年12月31日 

売上高 （百万円） 63,186 57,199 125,999 

経常損失（△） （百万円） △849 △993 △4,206 

親会社株主に帰属する四半期 

（当期）純損失（△） 
（百万円） △6,208 △1,153 △11,090 

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △6,213 △1,588 △10,797 

純資産額 （百万円） 46,152 40,175 41,548 

総資産額 （百万円） 92,897 81,549 90,441 

１株当たり四半期（当期）純損失 

金額（△） 
（円） △119.34 △25.08 △213.16 

潜在株式調整後１株当たり四半期 

（当期）純利益金額 
（円） － － － 

自己資本比率 （％） 49.6 49.2 45.9 

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 1,296 △3,322 1,952 

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △761 △29 △397 

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △387 △493 △1,148 

現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高 
（百万円） 16,743 13,400 17,323 

 

回次
第73期

第２四半期
連結会計期間

第74期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日

１株当たり四半期純利益金額又は 

１株当たり四半期純損失金額（△） 
（円） △108.37 8.21 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半

期（当期）純損失金額であるため記載しておりません。

４．１株当たり四半期（当期）純損失金額の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を、期中平均株式

数の計算において控除する自己株式に含めております。

 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社における異動は以下のとおりであります。 

平成30年４月27日開催の取締役会決議に基づき、平成30年５月１日付でＪ．フロント リテイリング株式会社が保

有する当社株式全株を自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）により取得したことで、同社は、その他の関係会社で

はなくなりました。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、前連結会計年度において、営業損失42億87百万円、親会社株主に帰属する当期純損失110億90

百万円を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、「３ 

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（8）事業等のリスクに記載した重要事象等を解消する

ための対応策」に記載のとおり、当該重要事象を解消するための対応策を実施しております。 

当第２四半期連結会計期間末日においては、現金及び預金134億４百万円を保有し、当面の運転資金が確保でき

ている状況であることから、重要な資金繰りの懸念はありません。 

以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、解消により終了した重要な契約は次のとおりであります。 

資本業務提携契約の解消 

当社は、平成30年４月27日開催の取締役会において、Ｊ．フロント リテイリング株式会社（以下「JFR」とい

います。）との資本業務提携を解消することについて決議し、同日付で解消にかかる合意書を締結いたしまし

た。 

 

資本業務提携解消の内容等 

JFRは、当社の普通株式11,815,000株（議決権所有割合22.65％）を保有しておりましたが、当社が実施した自

己株式立会外取引（ToSTNeT-3）に保有する全株式を応募いたしました。 

なお、当社とJFRは、資本業務提携の解消後も、これまで両社で築きあげてきた良好な関係を維持し、業務提

携の個々の取組みの継続も含め検討していく所存です。 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。

 

(1) 業績

 当第２四半期連結累計期間（平成30年１月１日～平成30年６月30日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境や

企業収益の改善を背景に緩やかな回復基調にありますが、貿易摩擦の激化に伴う世界経済への影響懸念もあり、依

然として先行き不透明な状況が続いております。 

 小売業界におきましては、消費者マインドは弱含みで推移し、節約・低価格志向が継続するとともに、CtoCを含

めたリユース市場の拡大など業種・業態を超えた競争が激しさを増しております。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は通信販売事業の売上不振が続き、571億99百万円（前年同期比9.5％減）と

なりました。 

 利益面に関しましては、販売費及び一般管理費において全般的にコスト削減を図ったものの、売上高減少に伴う

売上総利益の減少及びバーゲン等による売上原価率の上昇により、営業損失は11億38百万円（前年同期は12億48百

万円の営業損失）となりました。経常損失は９億93百万円（前年同期は８億49百万円の経常損失）、また親会社株

主に帰属する四半期純損失は11億53百万円（前年同期は62億８百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）とな

りました。 

 

     セグメント別の概況 

（通信販売事業）

 カタログ及びインターネットを中心とする通信販売事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、447億79百万

円（前年同期比14.1％減）となりました。営業損失は16億26百万円（前年同期は16億10百万円の営業損失）となり

ました。 

 

（ブライダル事業） 

 ハウスウエディングを中心とするブライダル事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、88億80百万円（前年

同期比8.3％増）となりました。営業利益は３億12百万円（前年同期比138.0％増）となりました。 
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（法人事業） 

 法人向けの商品・サービスを提供する法人事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、24億63百万円（前年同

期比8.5％増）となりました。営業利益は１億64百万円（前年同期比26.1％減）となりました。 

 

（その他） 

 子育て支援事業と保険・クレジットなどを主とするサービス事業等を行うその他の事業は、平成29年７月に化粧

品の製造販売事業を行う株式会社ユイット・ラボラトリーズを子会社化したこともあり、当第２四半期連結累計期

間の売上高は10億75百万円（前年同期比88.8％増）となりました。営業利益は10百万円（前年同期比40.4％増）と

なりました。 

 

(2) 財政状態 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ88億91百万円減少し、815億49百万円

となりました。

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ80億71百万円減少し、407億82百万円となりました。これは、現金及び預

金が39億23百万円、未収入金が17億80百万円、商品及び製品が12億11百万円それぞれ減少したことが主な要因であ

ります。また固定資産は、有形固定資産が３億30百万円、無形固定資産が36百万円、投資その他の資産が４億52百

万円それぞれ減少したことにより前連結会計年度末に比べ８億19百万円減少し、407億66百万円となりました。

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ16億54百万円減少し、284億12百万円となりました。これは、１年内償還

予定の新株予約権付社債が50億円増加した一方で、その他が36億24百万円、買掛金が16億29百万円、電子記録債務

が12億96百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ58億63百万円

減少し、129億62百万円となりました。これは、新株予約権付社債が50億円減少したことが主な要因であります。

 純資産は、前連結会計年度末に比べ13億73百万円減少し、401億75百万円となりました。これは、利益剰余金が

59億95百万円増加した一方で、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による取得の結果、自己株式が67億84百万

円増加したことが主な要因であります。なお、平成30年３月に実施したREVICパートナーズ株式会社が無限責任組

合員として運営管理する地域中核企業活性化投資事業有限責任組合に対する第三者割当による優先株式の発行によ

り、資本金及び資本準備金がそれぞれ35億円増加いたしましたが、平成30年４月に会社法第447条第１項及び第448

条第１項の規定に基づき資本金及び資本準備金の額をそれぞれ35億円減少し、その他資本剰余金に振り替えており

ます。また、会社法第452条の規定に基づき実施いたしました欠損填補により、資本剰余金は70億71百万円減少し

利益剰余金が同額増加しております。この結果、自己資本比率は49.2％となりました。

 

(3) キャッシュ・フロー 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は134億円となり、前連結会計年度末と比較し

て39億23百万円の減少となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は33億22百万円の支出（前年同期は12億96百万円の収入）となりまし

た。主なプラス要因は、その他の流動資産の減少額20億37百万円、たな卸資産の減少額12億７百万円であり、主な

マイナス要因は、仕入債務の減少額27億28百万円、その他の流動負債の減少額19億72百万円、事業構造改革費用の

支払額19億２百万円であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は29百万円の支出（前年同期は７億61百万円の支出）となりました。主

なプラス要因は、その他の収入４億74百万円であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出５億82

百万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は４億93百万円の支出（前年同期は３億87百万円の支出）となりまし

た。主なプラス要因は、株式の発行による収入69億75百万円であり、主なマイナス要因は、自己株式の取得による

支出67億84百万円、長期借入金の返済による支出６億16百万円であります。 

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5) 研究開発活動

 当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、39百万円であります。

 なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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(6) 従業員数

 当第２四半期連結累計期間において、連結従業員数が162名減少し1,832名となりました。また連結臨時雇用者数

が70名減少し689名となっております。

 これは主として通信販売事業における事業構造改革の一環として実施した希望退職や拠点集約に伴う減少による

ものであります。 

 

(7) 主要な設備 

 新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第２四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、次

のとおりです。 

（売却） 

 平成30年６月29日に引渡しの予定であった甲子園商品センターは、平成30年６月18日に発生した大阪北部地震の

影響による改修工事のため、平成30年８月21日の引渡し予定に変更しております。 

 なお、これによる連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

(8) 事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策 

 当社グループは「１ 事業等のリスク」に記載の継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に対処すべく、以下の対応策を実施しております。 

 早期の業績回復を実現するため、2017年10月27日に発表した中期経営計画（2018年から2020年）の実行に取り組

んでおります。2017年度には、経営の合理化の観点から、希望退職者募集や機能子会社の規模適正化による構造改

革を実施いたしました。今後も、通信販売事業における不採算ジャンルの縮小による利益改善、調達戦略の見直し

や適時値下げ実施等による売上総利益率改善、カタログ配布やポイント・値引戦略の抜本的見直しによるカタログ

費用及び販売促進費の削減・効率化に取り組み、収益力の回復、経営基盤の強化により一層努めてまいります。通

販市場において専門性が高い複数の事業体による確固たるポジションの再構築、企業ビジョン「ウーマン スマイ

ル カンパニー」にふさわしい新規事業の展開にグループを挙げて取り組むことにより、最終年度の2020年度には

連結売上高1,290億円、営業利益35億円、自己資本当期純利益率（ROE）6.6％を実現してまいります。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 180,000,000

Ａ種優先株式 5

Ｂ種優先株式 9

計 180,000,000

（注）発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との一致については、会社法上要求されていないため、発行

可能株式総数の合計は180,000,000株と定めております。

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 52,230,393 52,230,393
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数100株 

Ａ種優先株式 5 5 非上場 （注）１、３

Ｂ種優先株式 9 9 非上場 （注）２、３

計 52,230,407 52,230,407 － －

（注）１．Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1）単元株式数は１株であります。 

(2）剰余金の配当 

①Ａ種優先配当金 

当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ

種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下

「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又

は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につ

き１(2)②に定める額の配当金（以下「Ａ種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該配当に係る基

準日を含む事業年度に属する日を基準日として、Ａ種優先配当金の全部又は一部の配当（１(2)③に定め

る累積未払Ａ種優先配当金の配当を除き、Ａ種優先中間配当金（１(2)⑤にて定義する。以下同じ。）を

含む。）が既に行われている場合、かかる配当の累積額を控除した額とする。 

②Ａ種優先配当金の額 

Ａ種優先配当金の額は、１株につき、40,000,000円とする。但し、2018年12月31日に終了する事業年度

に属する日を基準日とするＡ種優先配当金の額は、１株につき、30,356,166円とする。 

③累積条項 

ある事業年度に属する日を基準日として、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う１

株当たり剰余金の配当（以下に定める累積未払Ａ種優先配当金の配当を除き、Ａ種優先中間配当金を含

む。）の額の合計額が当該事業年度に係るＡ種優先配当金の額に達しない場合、その不足額は、当該事業

年度の翌事業年度以降、実際に支払われるまで累積する。累積した不足額（以下「累積未払Ａ種優先配当

金」という。）については、Ａ種優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に

先立って、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う。 

④非参加条項 

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、同一事業年度内に、Ａ種優先配当金を超えて剰

余金を配当しない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法

第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12

号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

⑤Ａ種優先中間配当金 

当社は、毎年６月30日を基準日として剰余金の配当を行う場合、毎年６月30日の最終の株主名簿に記載

又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先

立ち、Ａ種優先株式１株につき当該基準日の属する事業年度におけるＡ種優先配当金の額の２分の１に相

当する額（１円に満たない金額は切り上げる。）（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を配当する。

但し、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、Ａ種優先配当金の全部又は一部

の配当（累積未払Ａ種優先配当金の配当を除く。）が既に行われている場合、かかる配当の累積額を控除

した額とする。 
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(3）残余財産の分配 

当社は、残余財産を分配する場合、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登

録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株主（Ｂ種優先株式を有する株主をいう。）及びＢ種優先登録株式質権者

（Ｂ種優先株式の登録株式質権者をいう。）と同順位で、Ａ種優先株式１株当たりの残余財産分配価額とし

て、以下の算式に基づいて算出される額（以下「基準価額」という。）を支払う。 
 

（基準価額算式） 

１株当たりの残余財産分配価額＝当初払込金額＋累積未払Ａ種優先配当金＋前事業年度未払Ａ種優先配当金

＋当事業年度未払Ａ種優先配当金 
 

上記算式における「累積未払Ａ種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日（以下「残余財産分配日」と

いう。）を実際に支払われた日として、１(2)③に従い計算される額とし、「前事業年度未払Ａ種優先配当

金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度（以下、本項において

「前事業年度」という。）に係るＡ種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないＡ種

優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るＡ種優先配当金の不足額（但し、累積未払Ａ種優先配当

金に含まれる場合を除く。）とし、また、「当事業年度未払Ａ種優先配当金」は、Ａ種優先配当金の額につい

て、残余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）以降、残余財産分配日（同日を含む。）までの

期間の実日数につき日割計算により算出される金額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含

む。）以降に、当該事業年度に属する日を基準日として、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に支払わ

れた配当（累積未払Ａ種優先配当金及び前事業年度に係るＡ種優先配当金の配当を除く。）がある場合におけ

る当該配当の金額を控除した金額とする。なお、当該計算は、１年を365日とした日割計算により行うものと

し、除算は最後に行い、円位未満小数第１位まで計算し、その小数第１位を四捨五入する。Ａ種優先株主又は

Ａ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。 

(4）議決権 

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

(5）株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、Ａ種優

先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式

無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。 

(6）金銭を対価とする取得請求権 

Ａ種優先株主は、当社に対し、払込期日以降、取得を希望する日（以下「金銭対価取得請求権取得日」とい

う。）を定めてＡ種優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。

当社は、この請求がなされた場合には、金銭対価取得請求権取得日における分配可能額を限度として、法令等

において可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、Ａ種優先株式の全部又は一部の取得を行い、次に定め

る取得価額の金銭の交付を行うものとする。但し、分配可能額を超えてＡ種優先株主から取得請求があった場

合、取得すべきＡ種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。Ａ種優先株式１

株当たりの取得価額は、(i)当初払込金額、(ii)累積未払Ａ種優先配当金、(iii)前事業年度未払Ａ種優先配当

金及び(iv)当事業年度未払Ａ種優先配当金の合計額とする。なお、１(3)に定める基準価額の計算における

「残余財産分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、上記の取得価額を計算する。 

(7）金銭を対価とする取得条項 

当社は、2021年３月30日以降であって、当社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価取得条項取得日」

という。）が到来した場合、金銭対価取得条項取得日の到来をもって、Ａ種優先株主又はＡ種登録株式質権者

の意思にかかわらず、法令等において可能な範囲で、金銭と引換えにＡ種優先株式の全部又は一部を取得する

ことができる。なお、一部取得する場合、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的な方法による。

Ａ種優先株式１株当たりの取得価額は、(i)当初払込金額、(ii)累積未払Ａ種優先配当金、(ⅲ)前事業年度未

払Ａ種優先配当金及び(iv)当事業年度未払Ａ種優先配当金の合計額とする。なお、１(3)に定める基準価額の

計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、上記の取得価額を計算する。 

(8）普通株式を対価とする取得請求権 

Ａ種優先株主は、当社に対し、１(8)①に定める取得を請求することができる期間中、１(8)②に定める条件

で、普通株式を対価としてＡ種優先株式を取得することを請求することができる。 

①取得を請求することができる期間 

2018年３月30日以降 

②取得と引換えに交付すべき財産 

Ⅰ．当社は、Ａ種優先株主が普通株式を対価とする取得請求権を行使した場合、当該Ａ種優先株主の有す

るＡ種優先株式を取得するのと引換えに、当該Ａ種優先株主に対して、次に定める条件により当社の普

通株式を交付する（以下、当該取得を行う日を「普通株式対価取得請求権取得日」という。）。なお、

Ａ種優先株主に交付される普通株式数の算出に際し、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる

ものとし、会社法第167条第３項に定める金銭による調整は行わない。 
 

取得と引換えに 

交付すべき普通株式数 
＝ Ａ種優先株式１株当たりの取得価額の総額÷転換価額 
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「Ａ種優先株式１株当たりの取得価額」とは、(i)当初払込金額、(ⅱ)累積未払Ａ種優先配当金、(ⅲ)

前事業年度未払Ａ種優先配当金、及び(iv)当事業年度未払Ａ種優先配当金の合計額とする。なお、１(3)

に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「普通株式対価取得請求権取得日」と読み替え

て、上記の取得価額を計算する。 

Ⅱ．転換価額 

イ．当初転換価額 

当初転換価額は、547円とする。 

ロ．転換価額の修正 

転換価額は、2018年９月30日及びそれ以降の６ヶ月毎の応当日（当該日が取引日でない場合には翌

取引日とする。以下「転換価額修正日」という。）において、各転換価額修正日における時価に相当

する金額（以下「修正後転換価額」という。）に修正されるものとする。但し、修正後転換価額が当

初転換価額の50％（以下「下限転換価額」という。）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価

額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調

整を行うものとする。上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日

の株式会社東京証券取引所（以下「証券取引所」という。）における当社の普通株式の普通取引の毎

日（終値のない日を除く。）の終値（気配表示を含む。）の単純平均値（円位未満小数第１位まで算

出し、その小数第１位を四捨五入する。）とする。 

ハ．転換価額の調整 

(a）当社は、Ａ種優先株式の発行後、以下の(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場

合又は変更を生ずる可能性がある場合においては、次に定める算式（以下「転換価額調整式」と

いう。）をもって転換価額を調整する。但し、Ａ種優先株式の過半数に相当する株式を保有する

Ａ種優先株主が同意した場合には転換価額を調整しないものとする。 
 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

既発行普通株式数 ＋ 
交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

１株当たり時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

 
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、算定基準日（以下の(b)(i)から(v)までの

各事由に係る基準日が定められている場合はその日を指し、基準日が定められていない場合は当

該事由に基づく普通株式交付の効力発生が生じる日の１ヶ月前の日を指す。以下同じ。）におけ

る当社の発行済普通株式数から算定基準日における当社の有する普通株式数を控除し、さらに、

算定基準日時点における当社の普通株式以外の株式等（その取得、転換、交換又は行使により普

通株式が交付されるものを指すが、Ａ種優先株式は除く。また、当社の保有するものは除く。）

が当該時点で全て取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたと仮定した場合における

当該交付により増加する普通株式の数を加えた数とする。転換価額調整式で使用する「交付普通

株式数」は、以下の(b)に基づき株主に交付される普通株式数（但し、以下の(b)(v)に関して

は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予

約権その他の証券若しくは権利の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が

交付されたと仮定した場合における当該交付に係る普通株式数）とするが、普通株式の株式分割

が行われる場合（(b)(i)の場合）には、株式分割により増加する普通株式数（基準日における当

社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。）とし、普通株式の併合が行われ

る場合（(b)(iv)の場合）には、株式の併合により減少する普通株式数（効力発生日（当該併合

のための基準日がある場合には基準日）における当社の有する普通株式に関して減少した普通株

式数を含まない。）を負の値で表示して使用するものとする。転換価額調整式で使用する「１株

当たりの払込金額」は、以下の(b)(i)、(ii)及び(iv)の場合は０円とし、(b)(iii)の場合は当該

払込金額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額とする。）、(b)(v)の場合

は(b)(vi)で定める対価の額とする。 

(b）転換価額調整式によりＡ種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適

用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ)普通株式の株式分割をする場合 

調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ)普通株式の無償割当てをする場合 

調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の無償

割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ)以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（当社の交付

した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。以下、本ハにおいて同じ。）の取得と引換えに交付する場合又は普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本ハにお

いて同じ。）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられた場合は当該払込期間の最

終日とする。以下同じ。）の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主に募集株式の割

当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

- 7 -



(ⅳ)普通株式の併合をする場合 

調整後の転換価額は、株式併合の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の株式併

合のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

(ⅴ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換

えに以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを

交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価

をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合

（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又

は新株予約権その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）が交付され

る日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付

株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その

日の翌日以降これを適用する。 

(ⅵ)上記(ⅴ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にあ

る支払がなされた額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場

合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転

換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価

額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除し

た金額をいう。 

(c)(i)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨

てる。 

(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日の証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日（終値のない日を除く。）

の終値（気配表示を含む。）の単純平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。）とする。 

(d）上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社

の取締役会が合理的に判断する場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。 

(ⅰ)当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一

部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得の

ために転換価額の調整を必要とする場合。 

(ⅱ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額

の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。 

(ⅲ)その他、転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」の変更又は変更の可能性の生じる事

由の発生により転換価額の調整を必要とする場合。 

(e）転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満の場合

は、転換価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越され

て、その後の調整の計算において斟酌される。 

(f）上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行う場合、当社は、予め書面によりその旨並びにその

事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記

載された各Ａ種優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことが

できない場合、適用の日以降速やかにこれを行う。 

(g）転換価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の観点から解釈されるもの

とし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役は、転

換価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置を講ずる。 

③取得請求受付場所 

大阪市北区同心１丁目８番９号 

株式会社千趣会 

④取得の効力発生 

Ⅰ．普通株式を対価とする取得請求権を行使しようとする場合、当社が定める様式による行使請求書に、

その行使に係るＡ種優先株式の数並びに当該行使の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、これを

１(8)③に定める取得請求受付場所に提出しなければならない。 

Ⅱ．普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力は、行使に必要な書類の全部が１(8)③に定める取得

請求受付場所に到達した日に発生する。 

(9）譲渡制限 

譲渡によるＡ種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 
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(10)普通株式の交付方法 

当社は、普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力発生後において、当該行使に係るＡ種優先株主が指

定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通

株式を交付する。 

 

２．Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

(1）単元株式数は１株であります。 

(2）剰余金の配当 

当社は、剰余金の配当を行う場合であっても、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し剰余金を配

当しない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号

ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法

第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当については当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載

又は記録されたＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して行うものとする。 

(3）残余財産の分配 

当社は、残余財産を分配する場合、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登

録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者と同順位で、Ｂ種優先株式１株当たりの残

余財産分配価額として、当初払込金額と同額を支払う。Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して

は、上記のほか残余財産の分配は行わない。 

(4）議決権 

Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

(5）株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、Ｂ種優

先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式

無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。 

(6）金銭を対価とする取得請求権 

Ｂ種優先株主は、当社に対し、金銭対価取得請求権取得日を定めてＢ種優先株式の全部又は一部の取得と引

換えに金銭を交付することを請求することができる。当社は、この請求がなされた場合には、金銭対価取得請

求権取得日における分配可能額を限度として、法令等において可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、

Ｂ種優先株式の全部又は一部の取得を行い、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。但し、分配

可能額を超えてＢ種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきＢ種優先株式は取得請求される株数に応

じた比例按分の方法により決定する。Ｂ種優先株式１株当たりの取得価額は、金銭対価取得請求権取得日が

2022年２月28日まで（当日を含む。）であれば、(i)当初払込金額及び(ii)当初払込金額に払込期日（当日を

含む。）から金銭対価取得請求権取得日（当日を含む。）までの期間に対して年率８％（事業年度ごとの複利

計算とし、事業年度ごと１年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行うものとする。）

の利率で計算される金額（円位未満小数第１位まで計算し、その小数第１位を四捨五入する。）の合計額と

し、金銭対価取得請求権取得日が2022年３月１日以降（当日を含む。）であれば、当初払込金額と同額とす

る。 

(7）金銭を対価とする取得条項 

当社は、2022年３月30日以降であって、金銭対価取得条項取得日が到来した場合、金銭対価取得条項取得日

の到来をもって、Ｂ種優先株主又はＢ種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令等において可能な範囲で、

金銭と引換えにＢ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部取得する場合、比例按分又

はその他当社の取締役会が定める合理的な方法による。Ｂ種優先株式１株当たりの取得価額は、当初払込金額

と同額とする。 

(8）普通株式を対価とする取得請求権 

Ｂ種優先株主は、当社に対し、２(8)①に定める取得を請求することができる期間中、２(8)②に定める条件

で、普通株式を対価としてＢ種優先株式を取得することを請求することができる。 

①取得を請求することができる期間 

2018年３月30日以降 

②取得と引換えに交付すべき財産 

Ⅰ．当社は、Ｂ種優先株主が普通株式を対価とする取得請求権を行使した場合、当該Ｂ種優先株主の有す

るＢ種優先株式を取得するのと引換えに、当該Ｂ種優先株主に対して、次に定める条件により当社の普

通株式を交付する。なお、Ｂ種優先株主に交付される普通株式数の算出に際し、１株未満の端数が生じ

たときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第３項に定める金銭による調整は行わない。 
 

取得と引換えに 

交付すべき普通株式数 
＝ Ｂ種優先株式１株当たりの取得価額の総額÷転換価額 

 
「Ｂ種優先株式１株当たりの取得価額」とは、当初払込金額と同額とする。 
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Ⅱ．転換価額 

イ．当初転換価額 

当初転換価額は、547円とする。 

ロ．転換価額の調整 

(a）当社は、Ｂ種優先株式の発行後、以下の(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場

合又は変更を生ずる可能性がある場合においては、次に定める算式（以下「転換価額調整式」と

いう。）をもって転換価額を調整する。但し、Ｂ種優先株式の過半数に相当する株式を保有する

Ｂ種優先株主が同意した場合には転換価額を調整しないものとする。 
 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

既発行普通株式数 ＋ 
交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

１株当たり時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

 
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、算定基準日（以下の(b)(i)から(v)までの

各事由に係る基準日が定められている場合はその日を指し、基準日が定められていない場合は当

該事由に基づく普通株式交付の効力発生が生じる日の１ヶ月前の日を指す。以下同じ。）におけ

る当社の発行済普通株式数から算定基準日における当社の有する普通株式数を控除し、さらに、

算定基準日時点における当社の普通株式以外の株式等（その取得、転換、交換又は行使により普

通株式が交付されるものを指すが、Ｂ種優先株式は除く。また、当社の保有するものは除く。）

が当該時点で全て取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたと仮定した場合における

当該交付により増加する普通株式の数を加えた数とする。転換価額調整式で使用する「交付普通

株式数」は、以下の(b)に基づき株主に交付される普通株式数（但し、以下の(b)(v)に関して

は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予

約権その他の証券若しくは権利の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が

交付されたと仮定した場合における当該交付に係る普通株式数）とするが、普通株式の株式分割

が行われる場合（(b)(i)の場合）には、株式分割により増加する普通株式数（基準日における当

社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。）とし、普通株式の併合が行われ

る場合（(b)(iv)の場合）には、株式の併合により減少する普通株式数（効力発生日（当該併合

のための基準日がある場合には基準日）における当社の有する普通株式に関して減少した普通株

式数を含まない。）を負の値で表示して使用するものとする。転換価額調整式で使用する「１株

当たりの払込金額」は、以下の(b)(i)、(ⅱ)及び(iv)の場合は０円とし、(b)(ⅲ)の場合は当該

払込金額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額とする。）、(b)(v)の場合

は(b)(vi)で定める対価の額とする。 

(b）転換価額調整式によりＢ種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適

用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ)普通株式の株式分割をする場合 

調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ)普通株式の無償割当てをする場合 

調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の無償

割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ)以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（当社の交付

した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。以下、本ロにおいて同じ。）の取得と引換えに交付する場合又は普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本ロにお

いて同じ。）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられた場合は当該払込期間の最

終日とする。以下同じ。）の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主に募集株式の割

当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

(ⅳ)普通株式の併合をする場合 

調整後の転換価額は、株式併合の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の株式併

合のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

(ⅴ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換

えに以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを

交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価

をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合

（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又

は新株予約権その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）が交付され

る日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付

株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その

日の翌日以降これを適用する。 
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(ⅵ)上記(ⅴ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にあ

る支払がなされた額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場

合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転

換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価

額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除し

た金額をいう。 

(c)(i)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨

てる。 

(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日の証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日（終値のない日を除く。）

の終値（気配表示を含む。）の単純平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。）とする。 

(d）上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社

の取締役会が合理的に判断する場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。 

(ⅰ)当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一

部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得の

ために転換価額の調整を必要とする場合。 

(ⅱ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額

の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。 

(ⅲ)その他、転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」の変更又は変更の可能性の生じる事

由の発生により転換価額の調整を必要とする場合。 

(e）転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満の場合

は、転換価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越され

て、その後の調整の計算において斟酌される。 

(f）上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行う場合、当社は、予め書面によりその旨並びにその

事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記

載された各Ｂ種優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことが

できない場合、適用の日以降速やかにこれを行う。 

(g）転換価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の観点から解釈されるもの

とし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役は、転

換価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置を講ずる。 

③取得請求受付場所 

大阪市北区同心１丁目８番９号 

株式会社千趣会 

④取得の効力発生 

Ⅰ．普通株式を対価とする取得請求権を行使しようとする場合、当社が定める様式による行使請求書に、

その行使に係るＢ種優先株式の数並びに当該行使の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、これを

２(8)③に定める取得請求受付場所に提出しなければならない。 

Ⅱ．普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力は、行使に必要な書類の全部が２(8)③に定める取得

請求受付場所に到達した日に発生する。 

(9）譲渡制限 

譲渡によるＢ種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 

(10)普通株式の交付方法 

当社は、普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力発生後において、当該行使に係るＢ種優先株主が指

定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通

株式を交付する。 

 

３．割当先との本投資契約における合意について 

当社は、割当先との本投資契約において、主に次に揚げる事項を遵守することとしております。 

(1）財務制限条項 

①当社単体について 

Ⅰ．2019年12月期（当該事業年度を含みます。）以降、各事業年度の末日における単体の貸借対照表上の

純資産の部の金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、2018年12月期末日

における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除

した金額又は直前の事業年度末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権及び

繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い金額の75％以上に維持するものとします。 

Ⅱ．2018年12月期（当該事業年度を含みます。）以降、各事業年度の末日における直前の12か月の単体の

経常損益が、２期連続して損失とならないようにするものとします。 

Ⅲ．2018年12月期（当該事業年度を含みます。）以降、各事業年度の末日及び各四半期会計期間の末日の

直前３か月（当該末日を含む月を含みます。）の単体の月末棚卸資産残高の平均を、同期間の単体の売

上高の平均で除した値が２四半期連続して３を超えないものとします。 
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Ⅳ．2018年12月期（当該事業年度を含みます。）以降、各事業年度の末日における単体の貸借対照表に記

載される単体有利子負債の合計金額から現金及び預金を控除した金額が、単体の損益計算書上に記載さ

れる当期純損益及び減価償却費の合計金額の５倍に相当する金額を２期連続して超えないものとしま

す。 

②当社連結について 

Ⅰ．2019年12月期（当該事業年度を含みます。）以降、各事業年度の末日における連結の貸借対照表上の

純資産の部の金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、

2018年12月期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権、非支配株主持分及

び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額又は直前の事業年度末日における連結の貸借対照表上の純

資産の部の金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいず

れか高い金額の75％以上に維持するものとします。 

Ⅱ．2018年12月期（当該事業年度を含みます。）以降、各事業年度の末日における直前の12か月の連結の

経常損益が、２期連続して損失とならないようにするものとします。 

Ⅲ．2018年12月期（当該事業年度を含みます。）以降、各事業年度の末日及び各四半期会計期間の末日の

直前３か月（当該末日を含む月を含みます。）の連結の月末棚卸資産残高の平均を、同期間の連結の売

上高の平均で除した値が２四半期連続して2.5を超えないものとします。 

Ⅳ．2018年12月期（当該事業年度を含みます。）以降、各事業年度の末日における連結の貸借対照表上に

記載される連結有利子負債の合計金額から現金及び預金を控除した金額が、連結の損益計算書上に記載

される親会社株主に帰属する当期純損益及び減価償却費の合計金額の５倍に相当する金額を２期連続し

て超えないものとします。 

(2）分配可能額確保義務 

①2018年12月期（当該事業年度を含みます。）以降、法令等において認められる範囲内で、かつ、本投資契

約に従い認められる範囲内で、常に分配可能額を7,000百万円に、(i)Ａ種優先株式発行要項に定める、累

積未払Ａ種優先配当金、前事業年度未払Ａ種優先配当金及び当事業年度未払Ａ種優先配当金、並びに、

(ⅱ)4,500百万円に本優先株式の発行日からＢ種優先株式発行要項に定める金銭対価取得請求権取得日ま

での期間に対して年率８％（事業年度ごとの複利計算）の利率で計算される金額（但し、2022年３月１日

以降は、当該金額を除きます。）の合計額を加算した金額（但し、本優先株式を金銭対価にて取得した場

合、支払対価相当額を除きます。）を維持するものとします。 

②当社は法令等において認められる範囲内で、かつ、本投資契約に従い認められる範囲内で、(i)本優先株

式に係る取得価額の支払いを行うものとし、(ⅱ)Ａ種優先配当金及び本優先株式に係る取得価額の支払原

資を確保するために必要とされる一切の措置を行うものとし、(ⅲ)当社のグループ会社をして、当社によ

るかかる資金の確保に必要な一切の措置を行わせしめるものとします。 

(3）配当に関する義務 

①当社は法令等及びＡ種優先株式発行要項に従い、法令等及びＡ種優先株式発行要項において認められる範

囲内において、割当先に対し、2018年４月末日以降の毎年６月末日と12月末日の年２回を基準日として、

当該基準日から３か月以内の日（以下「配当日」といいます。）に、Ａ種優先配当金の支払いを行うもの

とします。 

②当社はＡ種優先配当金の支払いに関連して、以下の各号を遵守します。 

Ⅰ．当社はＡ種優先株式の株主である割当先に対し、３(3)①に定める基準日から２か月以内に、当社の

最新の監査済財務諸表に基づいて算定される分配可能額及び配当日に支払われるＡ種優先配当金の額並

びにそれらの算定根拠を書面で報告します。 

Ⅱ．当社は配当日においてＡ種優先配当金の金額の満額が支払われない場合、Ａ種優先株式の株主である

割当先に対し、３(3)①に定める基準日から２か月以内にその理由について書面で報告します。 

(4）割当先への事前協議事項 

当社が以下の事項を行うために取締役会又は株主総会に議案を上程する場合、割当先の事前の書面による同

意を必要とするものとします。 

①本優先株式の内容を変更する定款の変更 

②当社の株式の発行（自己株式の処分を含みますが、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含み

ます。）の行使により株式を発行する場合、及び取得請求権付株式又は取得条項付株式を取得するのと引

換えに株式を交付する場合は除きます。） 

③新株予約権等の発行又は付与（但し、適切な行使条件と割当先が認める条件で発行される新株予約権で、

当社又は当社の子会社の役職員又はアドバイザーに対して発行されるものについては、発行済みの新株予

約権の目的株式数が当社の発行済株式総数の５％を超えることとならない範囲に限り、除きます。） 

④前２号以外の割当先の持株比率又は議決権保有割合を減少させる効果を持つ行為 

⑤合併、株式交換、株式移転、事業譲渡、事業譲受、会社分割、その他の企業結合又は第三者との資本提携

（発行会社グループによる株式等の取得額が10億円を超えるものに限ります。）並びに事業の廃止 

⑥当社の総株主の議決権の過半数を第三者が取得することとなるおそれのある行為 

⑦自己株式の買受けその他一切の取得（買受その他取得金額の総額が累計75億円を超える議案、及び当該議

案が決議された場合それ以降の議案に限ります。）、資本金又は資本準備金の額の増加（但し、株式等の

発行に伴う資本金又は資本準備金の増加は除きます。）又は減少 

⑧解散又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくはその他の倒産手続

開始の申立 
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⑨残余財産の分配 

⑩当社又は当社の子会社による投資金額が１件あたり10億円を超える投資 

(5）取締役及び監査役の指名 

①割当先は、当社の社外取締役を１名又は２名及び社外監査役を１名指名するものとします。 

②割当先が指名する取締役及び監査役が任期満了、辞任、解任又は職務執行不能により退任した場合は、割

当先が後任を指名する権利を有するものとします。 

③割当先が指名する取締役及び監査役については、割当先のみが解任に関する決定を行うことができるもの

とします。 

 

（２）【新株予約権等の状況】

  該当事項はありません。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成30年４月13日

（注）
－

普通株式

52,230,393

Ａ種優先株式

5

Ｂ種優先株式

9

△3,500 22,304 △3,500 －

（注）平成30年３月29日開催の定時株主総会決議により、平成30年４月13日付で、会社法第447条第１項及び第448条第

１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ3,500百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えて

おります。 
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（６）【大株主の状況】
  

平成30年６月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％) 

株式会社ブレストシーブ 大阪府茨木市西駅前町５番10号 3,650 6.99 

凸版印刷株式会社 東京都台東区台東１丁目５番１号 1,838 3.52 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 1,665 3.19 

大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町１丁目１番１号 1,511 2.89 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 1,119 2.14 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 790 1.51 

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 752 1.44 

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 705 1.35 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社（信託口５） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 687 1.32 

千趣会グループ従業員持株会 大阪市北区同心１丁目８番９号 659 1.26 

計 － 13,380 25.62 

（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）の所有株式数は、信託業務に係る株式であります。 

２．当社は自己株式を11,865,098株（22.72％）保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

３．前事業年度において主要株主であったＪ．フロント リテイリング株式会社は、当第２四半期会計期間末現在

では主要株主ではなくなりました。

 

  なお、所有株式に係る議決権の個数の多い上位10名は、以下のとおりであります。 

平成30年６月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有議決権数 

（個） 

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％） 

株式会社ブレストシーブ 大阪府茨木市西駅前町５番10号 36,500 9.05 

凸版印刷株式会社 東京都台東区台東１丁目５番１号 18,381 4.56 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 16,653 4.13 

大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町１丁目１番１号 15,116 3.75 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 11,199 2.78 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 7,907 1.96 

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 7,529 1.87 

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 7,050 1.75 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口５） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 6,875 1.70 

千趣会グループ従業員持株会 大阪市北区同心１丁目８番９号 6,593 1.63 

計 － 133,803 33.18 

（注）Ａ種優先株式及びＢ種優先株式を保有している地域中核企業活性化投資事業有限責任組合は、議決権を有しており

ません。Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の内容については「１ 株式等の状況 （１）株式の総数等 ②発行済株

式」に記載しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
Ａ種優先株式    5

Ｂ種優先株式    9
－ （注）１

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
 （自己保有株式）

普通株式 11,865,000
－

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 40,326,500 403,265 同上

単元未満株式 普通株式   38,893 －
一単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数     52,230,393 － －

総株主の議決権 － 403,265 －

（注）１．Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の内容については「１ 株式等の状況 （１）株式の総数等 ②発行済株式」に

記載しております。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株（議決権の数10個）及び役員

向け株式交付信託が保有する当社株式177,500株（議決権の数1,775個）が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社千趣会

大阪市北区同心

１丁目８番９号
11,865,000 － 11,865,000 22.72

計 － 11,865,000 － 11,865,000 22.72

（注）上記自己名義保有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数（177,500株）を含めておりません。

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任役員 

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 MD統括担当 池田 英之 平成30年４月27日

（注）池田英之氏は辞任により退任いたしました。 

 

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 

男性13名 女性１名（役員のうち女性の比率7.1％） 
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第４【経理の状況】
 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の名称の変更により、平成30年７月１日をもってEY新日本有限責任監

査法人となっております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年12月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 17,328 13,404 

受取手形及び売掛金 5,481 4,821 

商品及び製品 16,561 15,350 

未収入金 7,216 5,436 

その他 2,413 1,902 

貸倒引当金 △147 △131 

流動資産合計 48,854 40,782 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 13,716 13,296 

土地 10,451 10,338 

その他（純額） 848 1,050 

有形固定資産合計 25,016 24,686 

無形固定資産    

のれん 1,992 1,864 

その他 715 807 

無形固定資産合計 2,708 2,672 

投資その他の資産    

投資有価証券 7,630 7,393 

その他 6,497 6,234 

貸倒引当金 △265 △218 

投資その他の資産合計 13,861 13,408 

固定資産合計 41,586 40,766 

資産合計 90,441 81,549 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年12月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

電子記録債務 9,406 8,109 

買掛金 6,123 4,493 

短期借入金 1,416 1,494 

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 5,000 

未払法人税等 222 243 

販売促進引当金 408 349 

賞与引当金 581 437 

その他 11,907 8,283 

流動負債合計 30,066 28,412 

固定負債    

新株予約権付社債 5,000 － 

長期借入金 10,613 9,909 

退職給付に係る負債 81 88 

役員株式給付引当金 7 7 

その他 3,124 2,957 

固定負債合計 18,826 12,962 

負債合計 48,892 41,374 

純資産の部    

株主資本    

資本金 22,304 22,304 

資本剰余金 23,860 23,788 

利益剰余金 △4,859 1,135 

自己株式 △149 △6,934 

株主資本合計 41,155 40,294 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,216 1,031 

繰延ヘッジ損益 219 19 

土地再評価差額金 △1,056 △1,134 

為替換算調整勘定 △40 △62 

退職給付に係る調整累計額 △19 △49 

その他の包括利益累計額合計 318 △195 

非支配株主持分 74 76 

純資産合計 41,548 40,175 

負債純資産合計 90,441 81,549 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年１月１日 
 至 平成30年６月30日) 

売上高 63,186 57,199 

売上原価 34,212 31,357 

売上総利益 28,973 25,842 

販売費及び一般管理費 ※ 30,222 ※ 26,981 

営業損失（△） △1,248 △1,138 

営業外収益    

受取利息 12 15 

受取配当金 70 41 

持分法による投資利益 249 144 

債務勘定整理益 145 130 

その他 65 215 

営業外収益合計 543 547 

営業外費用    

支払利息 77 76 

支払手数料 31 265 

その他 35 59 

営業外費用合計 143 401 

経常損失（△） △849 △993 

特別利益    

固定資産売却益 － 0 

投資有価証券売却益 290 171 

補助金収入 210 46 

特別利益合計 500 218 

特別損失    

固定資産除売却損 6 0 

固定資産圧縮損 198 46 

減損損失 4,442 157 

その他 － 27 

特別損失合計 4,647 231 

税金等調整前四半期純損失（△） △4,997 △1,006 

法人税等 1,217 145 

四半期純損失（△） △6,214 △1,152 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） 
△5 1 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △6,208 △1,153 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年１月１日 
 至 平成30年６月30日) 

四半期純損失（△） △6,214 △1,152 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 20 △184 

繰延ヘッジ損益 △273 △182 

為替換算調整勘定 △8 △9 

持分法適用会社に対する持分相当額 261 △59 

その他の包括利益合計 0 △436 

四半期包括利益 △6,213 △1,588 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,208 △1,589 

非支配株主に係る四半期包括利益 △5 1 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年１月１日 
 至 平成30年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純損失（△） △4,997 △1,006 

減価償却費 1,245 899 

減損損失 4,442 157 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 △62 

賞与引当金の増減額（△は減少） － △144 

販売促進引当金の増減額（△は減少） 19 △58 

受取利息及び受取配当金 △83 △56 

支払利息 77 76 

持分法による投資損益（△は益） △249 △144 

固定資産除売却損益（△は益） 6 0 

固定資産圧縮損 198 46 

投資有価証券売却損益（△は益） △290 △171 

補助金収入 △210 △46 

売上債権の増減額（△は増加） △250 657 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,621 1,207 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,827 2,037 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,224 △2,728 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,467 △1,972 

その他 △53 △20 

小計 1,597 △1,331 

利息及び配当金の受取額 100 73 

利息の支払額 △77 △73 

法人税等の支払額 △323 △88 

事業構造改革費用の支払額 － △1,902 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,296 △3,322 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △505 △582 

有形固定資産の売却による収入 － 0 

無形固定資産の取得による支出 △456 △191 

補助金の受取額 210 46 

投資有価証券の取得による支出 △100 △98 

投資有価証券の売却による収入 765 321 

その他 △674 474 

投資活動によるキャッシュ・フロー △761 △29 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） 40 △10 

長期借入れによる収入 2,800 － 

長期借入金の返済による支出 △956 △616 

新株予約権付社債の償還による支出 △2,000 － 

株式の発行による収入 － 6,975 

自己株式の取得による支出 － △6,784 

配当金の支払額 △208 △1 

その他 △61 △56 

財務活動によるキャッシュ・フロー △387 △493 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △78 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143 △3,923 

現金及び現金同等物の期首残高 16,600 17,323 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 16,743 ※ 13,400 
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

(税金費用の計算)

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。

 

（追加情報）

（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度）

当社は、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役（社外取

締役を除く。）及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入しております。当該信託契約に係る会

計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第30号 平成27年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。

 

１．取引の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」）が当社株式を取得し、その役

位及び業績達成度に応じて当社が当社取締役及び執行役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、

本信託を通じて当社取締役及び執行役員に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。なお、当

社取締役及び執行役員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として当社取締役及び執行役員の退任時となりま

す。また、本制度の対象となる期間は、平成28年12月末で終了する事業年度から平成30年12月末で終了する事業

年度までの約３年間となります。

 

２．信託に残存する当社株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用を除く。）により、純資産の部に自己株式とし

て計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末134百万円及び177千株、当第２

四半期連結会計期間末134百万円及び177千株であります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

 １．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。

コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成29年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

コミットメントラインの総額 200百万円 10,200百万円

借入実行残高 － －

差引額 200 10,200

 

２．財務制限条項

 上記のコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触

した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

①資金調達枠200百万円に対する財務制限条項 

(1)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主

持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、平成26年12月期の末日、又は直前の事業年度の末日

において連結貸借対照表の純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合

計金額を控除した金額のいずれか高い方の75％以上に維持すること。

(2)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される負債の部の合計金額の、当該連結貸借対照表におけ

る純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額に

対する割合を150％以下に維持すること。

(3)平成28年12月期及びそれ以降に到来する事業年度において、連続する２つの事業年度の末日における連結損

益計算書に記載される営業損益、経常損益及び親会社株主に帰属する当期純損益のすべてを損失としないこ

と。

(4)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額から現金及び預金を控除した

金額が、連結損益計算書に記載される親会社株主に帰属する当期純損益及び減価償却費の合計金額の５倍に

相当する金額を２期連続して超えないようにすること。

②資金調達枠10,000百万円に対する財務制限条項 

(1)平成29年12月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を２

回連続して損失としないこと。

(2)各連結会計年度の末日において連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配

株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、平成29年12月期末日、又は直前の連結会計年度

の末日において連結貸借対照表の純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損

益の合計金額を控除した金額のいずれか高い方の60％以上に維持すること。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前第２四半期連結累計期間 

（自  平成29年１月１日 
  至  平成29年６月30日） 

 当第２四半期連結累計期間 
（自  平成30年１月１日 

  至  平成30年６月30日） 

運賃及び荷造費 3,388百万円 3,147百万円 

販売促進費 7,507 6,051 

販売促進引当金繰入額 451 349 

貸倒引当金繰入額 67 49 

給与及び手当 5,466 4,353 

賞与引当金繰入額 － 435 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成29年１月１日
至  平成29年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成30年１月１日
至  平成30年６月30日）

現金及び預金勘定 16,748百万円 13,404百万円

株式報酬信託別段預金 △4 △3

現金及び現金同等物 16,743 13,400

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日）

 配当金支払額 

（決議） 株式の種類
配当金の総額 

（百万円）

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年３月30日 

定時株主総会
普通株式 208 4  平成28年12月31日  平成29年３月31日 利益剰余金

（注）平成29年３月30日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に

対する配当金０百万円が含まれております。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成30年１月１日 至 平成30年６月30日）

１．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの
 

（決議） 株式の種類
配当金の総額 

（百万円）

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年８月10日 

取締役会
Ａ種優先株式 75 15,178,083  平成30年６月30日  平成30年９月28日 資本剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動 

当社は、平成30年３月29日開催の定時株主総会において、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備

金を14,809百万円減少しその他資本剰余金に振り替えたのち、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰

余金を7,071百万円減少し繰越利益剰余金に振り替え、欠損を補填することを決議いたしました。これに伴

い、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金は7,071百万円減少し、利益剰余金は7,071百万円増加して

おります。

また同株主総会において、第三者割当による優先株式（Ａ種優先株式及びＢ種優先株式）の発行を行うこと

及び本優先株式の払込による資本金及び資本準備金の組入額をその他資本剰余金へ振り替えることについて決

議いたしました。これに伴い、平成30年３月30日を払込期日としてＡ種優先株式５株、Ｂ種優先株式９株の発

行を行い資本金及び資本準備金の額が3,500百万円それぞれ増加いたしました。その後、会社法第447条第１項

及び第448条第１項の規定に基づき、効力発生日である平成30年４月13日に資本金及び資本準備金の額をそれ

ぞれ3,500百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えております。これに伴い、当第２四半期連結累計期間

において資本剰余金は7,000百万円増加しております。

また平成30年４月27日開催の取締役会においてＪ．フロント リテイリング株式会社との資本業務提携を解

消し、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得す

ることについて決議し、平成30年５月１日付で自己株式11,840,800株の取得を行いました。これに伴い、当第

２四半期連結累計期間において自己株式は6,784百万円増加しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が22,304百万円、資本剰余金が23,788百万円、利益

剰余金が1,135百万円、自己株式が6,934百万円となっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

              （単位：百万円） 

  報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 
 

通信販売 

事業 

ブライ 

ダル事業 
法人事業 計 

売上高                

外部顧客への売上高 52,145 8,201 2,270 62,616 569 63,186 － 63,186 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

475 0 61 537 16 554 △554 － 

計 52,620 8,202 2,331 63,154 586 63,740 △554 63,186 

セグメント利益又は 
損失(△) 

△1,610 131 222 △1,256 7 △1,249 0 △1,248 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険・クレジットなどを主と

するサービス事業、保育事業などであります。

２．セグメント利益又は損失の調整額０百万円は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 （固定資産に係る重要な減損損失）

 「通信販売事業」セグメントにおいて、業績が計画を大幅に下回る状況にあることを踏まえ一部の資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四

半期連結累計期間において44億41百万円であります。 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成30年１月１日 至 平成30年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

              （単位：百万円） 

  報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 
 

通信販売 

事業 

ブライ 

ダル事業 
法人事業 計 

売上高                

外部顧客への売上高 44,779 8,880 2,463 56,124 1,075 57,199 － 57,199 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

462 0 87 550 34 584 △584 － 

計 45,241 8,880 2,551 56,674 1,109 57,783 △584 57,199 

セグメント利益又は 
損失(△) 

△1,626 312 164 △1,148 10 △1,138 0 △1,138 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子育て支援事業、サービス事

業、化粧品製造販売事業等であります。

２．セグメント利益又は損失の調整額０百万円は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  重要な発生及び変動はありません。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年１月１日
至 平成29年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年１月１日
至 平成30年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △119円34銭 △25円08銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（百万円） 
△6,208 △1,153

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 50

（うちＡ種優先株式配当額（百万円）） (－) (50)

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純損失金額（△）（百万円）
△6,208 △1,204

普通株式の期中平均株式数（千株） 52,027 48,038

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

－ － 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失金額であるため記載しておりません。 

２．１株当たり四半期純損失金額の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計

算において控除する自己株式に含めております（前第２四半期連結累計期間179千株、当第２四半期連結累計

期間177千株）。

 

２【その他】

平成30年８月10日開催の取締役会において、平成30年６月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり

中間配当を行うことを決議いたしました。 

① 配当金の総額              Ａ種優先株式      75百万円 

② １株当たりの金額            Ａ種優先株式  15,178,083円00銭 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日  Ａ種優先株式  平成30年９月28日 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月10日

株式会社千趣会 

取締役会 御中 

 

EY新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 佐 藤 陽 子  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 大 谷 智 英  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社千趣会

の平成30年１月１日から平成30年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成30

年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社千趣会及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以 上
 

 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保

管しています。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
 


